
№ 項目
登録

スポット数
スポットピンの強調

スポットピンの
イラスト変更

レイヤー 機能要件等

1 公共施設 10 × × ×

2 公衆トイレ 30 〇 × 〇 スポットピンにトイレのアイコンを追加すること。（1種類）

3 観光用駐車場 3 〇 × ×

川越市が別途発注を行う市営の駐車場（市庁舎南側及び市庁舎北側駐車場・観光用無料駐車場）満空混情報の発信について、当該駐車場
の満空混情報の表示を行う事業者から提供を受けたデータファイル形式（XMLファイル形式等を想定）で連携し、デジタルマップ上にリア
ルタイムの満空混情報を表示させること。
スポットピンのイラストは駐車場のアイコンを追加すること。（1種類）

4 10 × 〇

5 50 〇 ×

6 スマートゴミ箱 2 〇 × 〇 スポットピンにゴミ箱のアイコンを追加すること。（1種類）

7
シェアサイクル・レン
タサイクル

30 〇 × 〇

スポットピンに自転車のアイコンを追加すること。（1種類）
表示する範囲は、以下のとおりとする。
最北：川越氷川神社
最南：U-PLACE
最東：あぐれっしゅ川越
最西：ローソン川越石原町1丁目店

8 宿泊施設 9 〇 × 〇 スポットピンにホテルのアイコンを追加すること。（1種類）

9 無料Wi-Fiスポット 15 〇 × × スポットピンにWi-Fiのアイコンを追加すること。（1種類）

10 観光案内所 3 〇 × 〇 スポットピンにインフォメーションのアイコンを追加すること。（1種類）

11
小江戸名所めぐりバス
（東武バス停留所）

15 〇 ×

12
小江戸巡回バス
（イーグルバス）

16 〇 ×

13 西武バス 18 〇 ×

14
店舗情報
（e-旅ギフト加盟店）

157 × × × 契約締結時点で加盟しているすべての店舗をスポット登録すること。（主な掲載区域外の区域も含む。）

15 フォトスポット 20 × × 〇

16 AEDの設置場所 40 × × 〇
中心市街地区域及び伊佐沼周辺区域内のAED設置場所を掲載すること。なお、掲載にあたっては、埼玉県AEDマップに記載のAEDを基準とす
ること。

17 緊急避難場所 30 × × 〇 中心市街地区域及び伊佐沼周辺区域内の川越市が指定する避難場所をスポット登録すること。

※上記の各登録スポット数は、予定数である為、製作過程において変更する場合がある。

（別表）登録スポット（予定）

観光スポット 〇
スポットピンのイラストは、各施設（喜多院・川越城本丸御殿・川越氷川神社等）をイラスト化したものとする。
イラスト表示しない登録スポットは、観光スポットのアイコンとすること。（1種類）

〇

バス停のスポット情報において、市内バス事業者（東武バス・西武バス・イーグルバスを想定。）が公開しているオープンデータを活用
し、バスの時刻表及び遅延情報などリアルタイムな情報連携を行い、デジタルマップ上に反映させること。
スポットピンにバス停のアイコンを追加し、東武バスはオレンジ色、イーグルバスは赤色、西武バスを青色とする。（3種類）
登録する範囲は以下のとおりとする。
最北：神明町付近
最南：ウェスタ川越
最東：小仙波町4丁目
最西：月吉町
としたエリア内のバス停とする。
なお、東武バスでは、「伊佐沼入口」、西武バスでは「伊佐沼冒険の森」を含めること。


